
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動ローラと複数のアイドルローラとテンションローラに張架されたベルト状像担持体
を有し、このベルト状像担持体上に設けられた潜像形成装置と、この潜像形成装置により
形成された潜像にトナーを付着させる現像装置と、この現像装置によって形成されたトナ
ー画像を記録媒体に転写する転写装置を備えた画像形成装置において、前記ベルト状像担
持体の進行方向に沿って前記駆動ローラから前記テンションローラに至る経路を駆動ロー
ラ下流側経路とし、前記テンションローラから前記駆動ローラに至る経路を駆動ローラ上
流側経路と定義したとき、前記駆動ローラ下流側の経路に位置する アイドルローラ
の偏心量を、前記駆動ローラ上流側の経路に配置された アイドルローラの偏心量よ
りも小さくし、前記潜像形成装置を前記駆動ローラ下流側経路に設けたことを特徴とする
画像形成装置。
【請求項２】
　

前記ベルト状像担
持体の進行方向に沿って前記駆動ローラから前記テンションローラに至る経路を駆動ロー
ラ下流側経路とし、前記テンションローラから前記駆動ローラに至る経路を駆動ローラ上
流側経路と定義したとき、前記駆動ローラ上流側の経路に位置する アイドルローラ
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の偏心量を、前記駆動ローラ下流側の経路に配置された アイドルローラの偏心量よ
りも小さくし、前記潜像形成装置を前記駆動ローラ上流側経路に設けたことを特徴とす

像形成装置。
【請求項３】
　前記ベルト状像担持体の巻付き角度が大きいアイドルローラの偏心が、当該巻付き角度
の小さいアイドルローラの偏心よりも小さいことを特徴とする請求項１ 記載の画
像形成装置。
【請求項４】
　駆動ローラと複数のアイドルローラとテンションローラに張架されたベルト状中間転写
体を有し、このベルト状中間転写体上に設けられた複数の単色画像形成手段と、この単色
画像形成手段により形成された単色トナー画像を前記ベルト状中間転写体に転写させる転
写装置と、前記単色トナー画像を重ね合わせたカラー 像を記録媒体に転写する転写装置
を備えた画像形成装置において、前記ベルト状 体の進行方向に沿って前記駆動ロ
ーラから前記テンションローラに至る経路を駆動ローラ下流側経路とし、前記テンション
ローラから前記駆動ローラに至る経路を駆動ローラ上流側経路と定義したとき、前記駆動
ローラ下流側の経路に位置する アイドルローラの偏心量を、前記駆動ローラ上流側
の経路に配置された アイドルローラの偏心量よりも小さくし、前記

転写装置を前記駆動ローラ下流側経路に設けたこ
とを特徴とする画像形成装置。
【請求項５】
　

前記ベルト状 体の進行方向に沿って前記駆動ロ
ーラから前記テンションローラに至る経路を駆動ローラ下流側経路とし、前記テンション
ローラから前記駆動ローラに至る経路を駆動ローラ上流側経路と定義したとき、前記駆動
ローラ上流側の経路に位置する アイドルローラの偏心量を、前記駆動ローラ下流側
の経路に配置された アイドルローラの偏心量よりも小さくし、前記

転写装置を前記駆動ローラ上流側経路に設けたことを
特徴とす 像形成装置。
【請求項６】
　前記ベルト状中間転写体の巻付き角度が大きいアイドルローラの偏心が、当該巻付き角
度の小さいアイドルローラの偏心よりも小さいことを特徴とする請求項 載の
画像形成装置。
【請求項７】
　前記テンションローラ回転軸を平行移動可能に支持する支持部材を備え、当該支持部材
が弾性体で構成され、 ベルト状像担持体あるいは ベルト状中間転写体の周長をｌ
、幅をｗ、厚さをｔ、ヤング率をＥとし、ベルト状像担持体あるいはベルト状中間転写体
を張架する全ローラの偏心の合計値をΣｅ、最大許容画像位置ずれ量をｄ、当該テンショ
ンローラ移動方向と ベルト状像担持体あるいは ベルト状中間転写体の上流側およ
び下流側経路のなす角をそれぞれα、βとしたときに、当該弾性体のばね定数ｋがｋ＜ｗ
ｔＥ（ｃｏｓα＋ｃｏｓβ）ｄ／（ｌΣｅ）であることを特徴とする請求項１

に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、画像形成装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
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画像形成装置は、感光体などの像担持体上に電荷を付加し、レーザあるいは発光ダイオー
ドなどの露光装置で、この電荷を除去することにより潜像を形成するものである。さらに
、この潜像の位置に現像装置でトナー画像を付着させることによって可視画像を得るもの
である。この、いわゆる電子写真方式の画像形成装置が近年、一般的に用いられるように
なっている。
【０００３】
この電子写真方式による画像形成装置は、像担持体として循環駆動される無端状ベルトを
用いている。この無端状ベルトは、露光装置や現像装置をはじめとする機器の配置に対し
て自由度が高いため、画像形成装置の小型化に繋がるという特徴がある。
【０００４】
無端状ベルトは、複数のローラに張架されている。その構成は、ベルトに駆動力を与える
一つの駆動ローラと、ベルトを安定に搬送するための張力を付加させる一つのテンション
ローラと、ベルトの搬送経路を規定する複数のアイドルローラとによるものが一般的であ
る。
【０００５】
さて、これらのローラはその加工精度に応じて所定の偏心を有している。この偏心は、ベ
ルトの搬送速度変動を引き起こし、画像形成位置のずれ、すなわち画像の歪みを生じさせ
て画像品質を著しく低下させる原因となっている。
また、複数の単色画像を重ね合わせて多色画像を形成するカラー画像形成装置においては
、ローラ偏心の影響で色の重ね合わせにずれが生じるため、画像品質の低下が顕著になる
。
このことは、像担持体のみにとどまらず、像担持体上に形成されたトナー画像をベルト状
の中間転写体に転写した後、記録媒体上に画像を形成する、いわゆる中間転写体方式の画
像形成装置における中間転写体においても同様の問題がある。
【０００６】
このように、ローラの偏心が原因による画像位置のずれは、ローラを高精度に加工するこ
とによって所定の基準以下に制限することで抑えることができるが可能であるが、加工精
度を向上させることは加工コストの上昇を招くため、その適用には限界があった。
従って、ローラの加工精度に依らずに所定の画質基準を満たすための提案がなされている
。
【０００７】
例えば、特開平８－１３７１５３号公報には、露光点と転写点との距離から所定の長さを
減じたものを駆動ローラ周長の整数倍とすることで、ローラ偏心によってベルト状像担持
体に生じた画像位置ずれの影響を転写媒体上で相殺する構成が開示されている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来技術は駆動ローラ偏心に起因する画質低下を解決するためのもの
であり、一般に複数であるアイドルローラの偏心に関しては何ら対策が講じられていない
。従って、この従来技術を採用した場合は、すべてのアイドルローラに関して所定の偏心
を超えないような精度で加工を行う必要があり、このことが製作コストの上昇を招いてし
まう。
【０００９】
本発明の目的は、画像の位置ずれを防止した画像形成装置を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記目的は、駆動ローラと複数のアイドルローラとテンションローラに張架されたベルト
状像担持体を有し、このベルト状像担持体上に設けられた潜像形成装置と、この潜像形成
装置により形成された潜像にトナーを付着させる現像装置と、この現像装置によって形成
されたトナー画像を記録媒体に転写する転写装置を備えた画像形成装置において、前記ベ
ルト状像担持体の進行方向に沿って前記駆動ローラから前記テンションローラに至る経路
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を駆動ローラ下流側経路とし、前記テンションローラから前記駆動ローラに至る経路を駆
動ローラ上流側経路と定義したとき、前記駆動ローラ下流側の経路に位置するアイドルロ
ーラの偏心量を、前記駆動ローラ上流側の経路に配置されたアイドルローラの偏心量より
も小さくし、前記潜像形成装置を前記駆動ローラ下流側経路に設けたことにより達成され
る。
【００１１】
また、上記目的は、前記ベルト状像担持体の進行方向に沿って前記駆動ローラから前記テ
ンションローラに至る経路を駆動ローラ下流側経路とし、前記テンションローラから前記
駆動ローラに至る経路を駆動ローラ上流側経路と定義したとき、前記駆動ローラ上流側の
経路に位置するアイドルローラの偏心量を、前記駆動ローラ下流側の経路に配置されたア
イドルローラの偏心量よりも小さくし、前記潜像形成装置を前記駆動ローラ上流側経路に
設けたことにより達成される。
【００１３】
また、上記目的は、前記ベルト状像担持体の巻付き角度が大きいアイドルローラの偏心が
、当該巻付き角度の小さいアイドルローラの偏心よりも小さいことにより達成される。
【００１４】
　また、上記目的は、駆動ローラと複数のアイドルローラとテンションローラに張架され
たベルト状中間転写体を有し、このベルト状中間転写体上に設けられた複数の単色画像形
成手段と、この単色画像形成手段により形成された単色トナー画像を前記ベルト状中間転
写体に転写させる転写装置と、前記単色トナー画像を重ね合わせたカラー 像を記録媒体
に転写する転写装置を備えた画像形成装置において、前記ベルト状 体の進行方向
に沿って前記駆動ローラから前記テンションローラに至る経路を駆動ローラ下流側経路と
し、前記テンションローラから前記駆動ローラに至る経路を駆動ローラ上流側経路と定義
したとき、前記駆動ローラ下流側の経路に位置する アイドルローラの偏心量を、前
記駆動ローラ上流側の経路に配置された アイドルローラの偏心量よりも小さくし、
前記 転写装置を前記駆動ローラ下
流側経路に設けたことにより達成される。
【００１５】
　また、上記目的は、

前記ベルト状 体の進行方向
に沿って前記駆動ローラから前記テンションローラに至る経路を駆動ローラ下流側経路と
し、前記テンションローラから前記駆動ローラに至る経路を駆動ローラ上流側経路と定義
したとき、前記駆動ローラ上流側の経路に位置する アイドルローラの偏心量を、前
記駆動ローラ下流側の経路に配置された アイドルローラの偏心量よりも小さくし、
前記 転写装置を前記駆動ローラ上流側
経路に設けたことにより達成される
【００１７】
また、上記目的は、前記ベルト状中間転写体の巻付き角度が大きいアイドルローラの偏心
が、当該巻付き角度の小さいアイドルローラの偏心よりも小さいことにより達成される。
【００１８】
また、上記目的は、前記テンションローラ回転軸を平行移動可能に支持する支持部材を備
え、当該支持部材が弾性体で構成され、ベルト状像担持体あるいはベルト状中間転写体の
周長をｌ、幅をｗ、厚さをｔ、ヤング率をＥとし、ベルト状像担持体あるいはベルト状中
間転写体を張架する全ローラの偏心の合計値をΣｅ、最大許容画像位置ずれ量をｄ、当該
テンションローラ移動方向とベルト状像担持体あるいはベルト状中間転写体の上流側およ
び下流側経路のなす角をそれぞれα、βとしたときに、当該弾性体のばね定数ｋがｋ＜ｗ
ｔＥ（ｃｏｓα＋ｃｏｓβ）ｄ／（ｌΣｅ）であることにより達成される。
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【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、図面を用いて本発明の実施例を説明する。
図１は、本発明の第１の実施例を備えた画像形成装置である。
図１において、４は、感光体ベルトで形成された無端状像担持体である。この無端状像担
持体４が駆動ローラ１、テンションローラ２およびそれを平行移動可能に支持するテンシ
ョンローラ軸変位手段３１、アイドルローラ３ａおよび３ｂに張架されている。無端状像
担持体４の周囲には、帯電装置５、レーザや発光ダイオードで構成される潜像形成装置６
、現像装置７、転写装置８、クリーナ１０が配置されている。
【００２０】
この画像形成装置での画像形成は、以下の手順で行われる。
まず、帯電装置５により像担持体４上に電荷が付与される。図中、矢印方向に回転する像
担持体４上の電荷を潜像形成装置６は、入力データに応じた画像位置にて除去して潜像を
形成する。次に、形成された潜像の位置に現像装置７によりトナーが付加されることによ
ってトナー画像が形成される。その後、転写装置８により記録用紙などの記録媒体９上に
トナー画像が転写される。
【００２１】
トナー画像は、最終的に図示しない定着装置により記録媒体９上に定着され、画像形成が
完了する。
このような、複数のローラに張架されたベルト状像担持体（以下、単にベルトと表記する
）においては、アイドルローラ３ａ、３ｂの偏心がベルトに速度変動を引き起こしてしま
う。
【００２２】
図２（ａ）は、任意のアイドルローラ３が偏心を有する場合に、その前後区間におけるベ
ルト状像担持体の速度変動発生状況を示したものである。
図２（ａ）において、回転中心Ｏから上流側ベルトまでの距離ρ１ および上流側ベルトの
瞬間速度ｖ１ とアイドルローラ瞬間角速度ωとの関係は、
ω＝ｖ１ ／ρ１

であり、回転中心Ｏから下流側ベルトまでの距離ρ 2および下流側ベルトの瞬間速度ｖ 2と
ωとの関係は、
ω＝ｖ 2／ρ 2

と表せるから、上流側ベルト瞬間速度ｖ１ と下流側ベルト瞬間速度ｖ 2との関係は、
ｖ 2＝ (ρ 2 /ρ 1 )ｖ 1

となる。
【００２３】
これは、ρ 2とρ 1が等しくない場合、すなわちアイドルローラが偏心を有する場合、必ず
上流側ベルトと下流側ベルトの搬送に速度差が生じることを意味する。
ρ 2とρ 1は、アイドルローラの回転に伴い周期的に変化するから、このことが速度変動を
発生させることになる。
【００２４】
図２（ｂ）はアイドルローラ３前後においてベルト速度差が最大となる巻付き角θ＝π［
ｒａｄ］の場合を図示したものである。
図２（ｂ）において、ベルト平均速度をｖ、アイドルローラの半径をｒ、偏心をｅ、平均
角速度をωとすると、
ω＝ｖ／ｒ
の関係がある。このときρ１ ＝ｒ―ｅ、ρ２ ＝ｒ＋ｅであるから、ベルト速度変動振幅は
ｅωとなり、この場合のベルト速度δｖ m a xは近似的に
δｖ m a x＝ｅωｓｉｎωτ
と表せる。ここでτは時間を表す。
【００２５】
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速度変動は、ベルトの巻付き角に比例するから、ベルトが巻付き角θを有する場合の速度
変動δｖは
δｖ＝ｅω（θ／π）ｓｉｎωτ
となる。これより、ベルトの巻付き角度が大きいほど、アイドルローラ前後には大きい速
度変動が発生することになる。
【００２６】
またこのとき、速度変動に起因する色ずれは
∫｛δｖ｝ｄτ＝ｅω（θ／π）（１／ω）ｃｏｓωｔ
と求められ、その振幅は
ｅ（θ／π）
となる。
【００２７】
次に、図３を用いて前記速度変動の伝播について説明する。
図３において、アイドルローラの偏心によるベルト速度変動は、偏心によって引き起こさ
れる位置変動の影響によるものと考えられる。ベルトに伸縮が無い場合を考えると、この
位置変動の影響は、テンションローラ回転軸支持手段３１の作用により、テンションロー
ラ２が移動することで吸収できる。
【００２８】
ところで、ベルト搬送経路のうち、駆動ローラ１からテンションローラ２に至る経路を駆
動ローラ下流側経路１１に、テンションローラ２から駆動ローラ１に戻る経路を駆動ロー
ラ上流側経路１２にと、それぞれ定義したとする。その場合、駆動ローラ下流側経路１１
上に位置するアイドルローラ３ａの偏心によって引き起こされた位置変動は、駆動ローラ
上流側経路１２に伝わることがなく、また、駆動ローラ上流側経路１２上に位置するアイ
ドルローラ３ｂの偏心によって引き起こされた位置変動は駆動ローラ下流側経路１１に伝
わることがない。
【００２９】
このことを換言すると、ベルト経路を駆動ローラ上流側１２と下流１１側とに区分したと
き、一方の経路上に位置するアイドルローラによって引き起こされた速度変動は、他方に
伝播しないことを意味している。
これは、感光体ベルトを備えた画像形成装置の場合、ベルトの安定搬送のために、テンシ
ョンローラ２が常にベルトに対して張力を付与しているため、結果的に駆動ローラ上流側
１２に速度変動が発生したとしても駆動ローラ下流側１１に速度変動が伝播しないことに
なるからである。
【００３０】
従って、駆動ローラ上流側１２、下流側１１の両経路のうち、潜像形成が位置する側の経
路上に位置するアイドルローラが仮に偏心していた場合、画像位置のずれには影響を及ぼ
すものの、潜像形成が位置しない側の経路上に位置するアイドルローラの偏心は画像位置
のずれに影響しないことになる。
【００３１】
そこで、本発明は、このことを利用して偏心の小さいローラを選択的に配置することで、
所定の画像品質を維持しつつ、製造コストの低減を図ったものである。
図１に示した実施例は、駆動ローラ下流側の経路に位置するアイドルローラ３ａの偏心量
を、駆動ローラ上流側の経路に位置するアイドルローラ３ｂの偏心量よりも小さくしたも
のを配置したものである。潜像形成装置６の位置は、駆動ローラ下流側に配置されている
ため、上流側に位置するアイドルローラ３ｂは、上述したように、画像位置ずれに影響を
及ぼすことがない。
【００３２】
これにより、アイドルローラの偏心に起因する画像位置ずれを低減することができる。従
って、アイドルローラ３ｂに高精度な加工を施す必要がなくなるため、その分コストの低
減を図ることができる。
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【００３３】
一方、図４は、本発明の第１の実施例に係る画像形成装置の他の実施例である。
図４において、駆動ローラ上流側の経路に位置するアイドルローラ３ｂの偏心量を、駆動
ローラ下流側の経路に位置するアイドルローラ３ａの偏心量よりも小さくしたものを配置
したものである。
図３には図示しなかったが、潜像形成装置６の位置は、駆動ローラ上流側に配置されてい
るので、下流側に位置するアイドルローラ３ａは画像位置ずれに影響を及ぼすことがない
。従って、アイドルローラ偏心に起因する画像位置ずれを低減することができるので、結
果的にアイドルローラ３ａに高精度な加工を施す必要がなく、コストの低減を図ることが
できる。
【００３５】
さらには、潜像形成装置６の位置を含む側の経路上に配置されたアイドルローラについて
、ベルト巻付き角度の大きいアイドルローラの偏心を、ベルト巻付き角度の小さいアイド
ルローラの偏心よりも小さく設定することで、より合理的にコスト低減をはかることがで
きる。
【００３６】
一般に、ベルトの安定搬送のためには、ベルトに張力を付与する必要がある。ベルトへの
張力の付与はべルト伸縮を伴うが、この場合は、安定搬送に必要な所定の張力を付与した
後の張力変動δＴにより発生するベルトの伸びδλを許容最大画像位置ずれ量ｄ以下に抑
えることで、画像品質が保証される。張力変動δＴは、ベルトの周長をｌ、幅をｗ、厚さ
をｔ、ヤング率をＥとすると、
δＴ＝（ｗｔＥδλ）／ｌ
となる。このとき、テンションローラ軸支持部材に備わる弾性体に作用する力δＦは、弾
性体のばね定数をｋ、弾性体の変位をδｘとすると、
δＦ＝ｋδｘ
となる。テンションローラの移動が図５の３２の方向であり、移動方向と上流側経路およ
び下流側経路とのなす角がそれぞれα、βであるとき、前記ＴおよびＦには
δＦ＝（ｃｏｓα＋ｃｏｓβ）δＴ
の関係が成り立つ。ここで、画像位置ずれが許容値ｄ以内に収まるための条件は、
δλ＜ｄ
であり、弾性体の変位δｘが高々全ローラ偏心の合計Σｅであることを考慮すると、弾性
体のばね定数ｋが
ｋ＜ｗｔＥ（ｃｏｓα＋ｃｏｓβ）ｄ／（ｌΣｅ）
の関係を満たすときに前記関係が満足され、画像位置ずれ量が許容値以内に収まることと
なる。
【００３７】
図６は、本発明の他の実施形態に係る画像形成装置である。
図６において、黒、イエロー、マゼンタ、シアンの各単色トナー画像をそれぞれ形成する
単色画像形成手段２５Ｋ、２５Ｙ、２５Ｍ、２５Ｃと、駆動ローラ１、テンションローラ
２およびアイドルローラ３ａ、３ｂに張架されたベルト状中間転写体２６を備える。また
、各画像形成手段２５Ｋ、２５Ｙ、２５Ｍ、２５Ｃはドラム状像担持体２４の周囲に帯電
装置５、レーザや発光ダイオードで構成される潜像形成装置６、現像装置７、転写装置８
、クリーナ１０を備える。
【００３８】
本画像形成装置においては、単色画像形成手段２５Ｋ、２５Ｙ、２５Ｍ、２５Ｃにより形
成された単色トナー画像が、転写装置８によってベルト状中間転写体２６上に転写され、
順次重ね合わされることによってカラー画像が形成される。形成されたカラー画像は、転
写装置２７により記録用紙などの記録媒体９に転写され、図示していないが最終的に定着
装置により記録媒体９上に定着される。
係る画像形成装置においては、単色画像形成手段から中間転写体へ画像が転写される転写
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点で画像位置が決定される。
【００３９】
以上のごとく、図６に示す画像形成装置は、転写点が駆動ローラ上流側経路上に位置する
。従って、駆動ローラ上流側経路に位置するアイドルローラ３ｂに、駆動ローラ下流具泡
経路に位置するアイドルローラ３ａよりも偏心の小さいものを配置することで、アイドル
ローラ偏心に起因する画像位置ずれが低減され、アイドルローラ３ａに高精度加工を施す
ためのコストが低減される。
【００４０】
逆に、転写点が駆動ローラ下流側経路に位置するような構成である場合には、駆動ローラ
下流側経路に位置するアイドルローラ３ａに、駆動ローラ上流側経路に位置するアイドル
ローラ３ｂよりも偏心の小さいものを配置することで、アイドルローラ偏心に起因する画
像位置ずれが低減され、かつアイドルローラ３ｂに高精度加工を施すためのコストが低減
される。
【００４２】
さらには、転写点を含む側の経路上に配置されたアイドルローラについて、ベルト巻付き
角度の大きいアイドルローラの偏心を、ベルト巻付き角度の小さいアイドルローラの偏心
よりも小さく設定することで、より合理的にコスト低減をはかることができる。
【００４３】
なお、図６には、ドラム型像担持体を備えた単色画像形成手段を複数有する、いわゆるタ
ンデム型カラー画像形成装置の例を示したが、本発明は必ずしもこの構成に限定されるも
のではなく、像担持体としてベルト状のものを用いてもよいし、単色画像形成手段をただ
一つだけ備えた単色画像形成装置であってもよい。
さらに、図６には中間転写体を用いた構成を示したが、中間転写体のかわりに用紙搬送ベ
ルトを備えた構成であってもよい。
【００４４】
【発明の効果】
本発明によれば、アイドルローラ偏心に起因する画像位置ずれが低減され、同時に、複数
備わるアイドルローラの全てに高精度の加工を施す必要性がないため、画像品質の画像と
加工コストの低減を図ることができる画像形成装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、発明の第一の実施形態に係る画像形成装置の構成図である。
【図２】図２は、偏心を有するアイドルローラによるベルト速度変動発生の機構を示した
図である。
【図３】図３は、ベルト経路の定義を示した図である。
【図４】図４は、発明の第一の実施形態に係る画像形成装置の別の構成図である。
【図５】図５は、テンションローラとベルトの位置関係を示した図である。
【図６】図６は、発明の第二の実施形態に係る画像形成装置の別の構成図である。
【符号の説明】
１…駆動ローラ、２…テンションローラ、３、３ａ、３ｂ…アイドルローラ、４…無端状
像担持体、６…潜像形成装置、９…記録媒体、２５Ｋ、２５Ｙ、２５Ｍ、２５Ｃ…単色画
像形成手段、２６…中間転写体、３１…テンションローラ回転軸支持部材。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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